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図
書
館
情
報

講
座
・
教
室

募
　
集

ス
ポ
ー
ツ

そ
の
他

イ
ベ
ン
ト

健
康
福
祉

員
が
欠
け
た
と
き
、
補
欠
ま
た
は

臨
時
の
検
察
審
査
員
と
し
て
職
務

を
行
い
ま
す

問
い
合
わ
せ　
高
崎
検
察
審
査
会

事
務
局（
☎
０
２
７・
３
２
２
・

３
５
８
５
）

　
　
経
済
的
な
理
由
で
子
ど
も
を
小・

中
学
校
へ
通
学
さ
せ
る
こ
と
が
困

難
な
人
に
対
し
て
、
経
費
の
一
部

を
援
助
し
ま
す
。
学
用
品
費
・
給

　
　
高
等
学
校
を
卒
業
し
て
い
な
い

（
中
退
を
含
む
）ひ
と
り
親
家
庭

の
親
ま
た
は
児
童
が
、
高
等
学
校

卒
業
程
度
認
定
試
験（
高
卒
認
定

試
験
）の
合
格
を
目
指
す
場
合
に
、

対
象
講
座
の
受
講
費
用
を
一
部
補

助
し
ま
す
。
希
望
者
は
子
ど
も
課

ま
で
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

給
付
額　
▽
受
講
修
了
時
給
付
金
＝

支
払
っ
た
額
の
10
分
の
２（
当
該

額
が
10
万
円
を
超
え
る
場
合
は
10

万
円
が
上
限
、
４
０
０
０
円
を
超

え
な
い
場
合
は
支
給
対
象
外
）▽

合
格
時
給
付
金
＝
支
払
っ
た
額
の

10
分
の
４

そ
の
他　
受
講
修
了
時
給
付
金
と

合
格
時
給
付
金
の
支
給
額
の
合
計

額
は
15
万
円
が
上
限
で
す

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
子
ど

も
課（
☎
㊵
２
２
８
６
）

　
公
立
藤
岡
総
合
病
院
が
新
し
く

開
院
し
た
こ
と
に
伴
い
用
途
廃
止

と
な
っ
て
い
る
旧
病
院
施
設
に
つ

い
て
、
民
間
事
業
者
と
の
対
話
に

よ
り
施
設
の
市
場
性
な
ど
を
把
握

す
る「
サ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
型
市
場

調
査
」を
実
施
し
ま
す
。
こ
の
調

査
結
果
を
参
考
に
、
旧
病
院
の
今

後
の
方
針
に
つ
い
て
、
市
と
多
野

藤
岡
医
療
事
務
市
町
村
組
合
で
検

討
を
進
め
ま
す
。
詳
し
く
は
、
市

ま
た
は
藤
岡
総
合
病
院
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
企
画

課（
☎
㊵
２
４
２
４
）

　
　
平
成
30
年
度
に
年
間
を
通
し
て

定
期
的
に
総
合
学
習
セ
ン
タ
ー
を

使
用
す
る
団
体
は
登
録
が
必
要
で

す
。
登
録
を
希
望
す
る
団
体
は
説

明
会
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時　
平
成
30
年
１
月
５
日
㈮
午

前
10
～
11
時

次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
健
全

育
成
に
取
り
組
も
う
▽「
お
ぜ
の

か
み
さ
ま
県
民
運
動
」を
推
進
し
、

地
域
と
家
庭
で
子
ど
も
た
ち
の
安

全
・
安
心
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利

用
を
考
え
よ
う

　

※「
お
ぜ
の
か
み
さ
ま
」と
は

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
安
全
に
使
う

た
め
の
標
語
で
す
▽
お
＝（
写
真

を
）送
ら
な
い
▽
ぜ
＝
絶
対
に
会

わ
な
い
▽
の
＝（
個
人
情
報
を
）

載
せ
な
い
▽
か
＝（
悪
口
を
）書

き
込
ま
な
い
▽
み
＝（
有
害
サ
イ
ト

を
）見
な
い
▽
さ
＝（
出
会
い
を
）探

さ
な
い
▽
ま
＝（
ル
ー
ル
を
）守
る

問
い
合
わ
せ　
生
涯
学
習
課 （
☎

㉒
６
８
８
８
）

食
費
な
ど
の
経
費
が
対
象
で
、
一

定
の
基
準
に
基
づ
い
て
認
定
し
ま

す
。

申
し
込
み　
市
内
の
小
・
中
学
校

に
あ
る
申
請
書
を
記
入
し
て
子
ど

も
が
通
学
し
て
い
る
各
学
校
へ

問
い
合
わ
せ　
子
ど
も
が
通
学
し

て
い
る
学
校
・
学
校
教
育
課（
☎

㊿
８
２
１
２
）

　　
青
少
年
育
成
推
進
員
が
地
域
の

子
ど
も
達
の
安
全
・
安
心
の
た
め

パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
い
ま
す
。

期
間　
12
月
15
日
㈮
～
平
成
30
年

１
月
31
日
㈬

推
進
目
標　
▽
県
民
総
ぐ
る
み
で

  

登
録
受
け
付
け

日
時　
平
成
30
年
１
月
12
日
㈮
～

31
日
㈬
午
前
９
時
～
午
後
５
時（
毎

週
月
曜
日
を
除
く
）

受
付
場
所　
鬼
石
多
目
的
ホ
ー
ル

事
務
棟

提
出
書
類　
登
録
申
込
書（
指
定

用
紙
）・
団
体
会
員
名
簿
な
ど

　
※
指
定
用
紙
は
鬼
石
多
目
的
ホ
ー

ル
・
生
涯
学
習
課
に
あ
り
ま
す

問
い
合
わ
せ　
鬼
石
多
目
的
ホ
ー

ル（
☎
⑳
３
０
１
１
）

　
　
選
挙
権
を
有
す
る
国
民
の
中
か

ら「
く
じ
」で
選
ば
れ
た
11
人
の

検
察
審
査
員
が
、
検
察
官
の
不
起

訴
処
分（
事
件
を
裁
判
に
か
け
な

か
っ
た
こ
と
）に
つ
い
て
、良
か
っ

た
か
ど
う
か
を
審
査
し
ま
す
。
検

察
官
の
行
為
に
関
し
、
民
意
を
反

映
さ
せ
て
適
正
を
図
り
ま
す
。

　
こ
の
制
度
を
理
解
し
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

任
期　
６
カ
月

仕
事
内
容　
検
察
官
の
し
た
不
起

訴
処
分
が
国
民
の
常
識
に
合
致
し

て
い
る
か
否
か
を
判
断
す
る

　
※
法
律
的
な
専
門
知
識
は
不
要

そ
の
他　
検
察
審
査
員
と
同
様
に

選
ば
れ
た
補
充
員
は
、
検
察
審
査

会
場　
総
合
学
習
セ
ン
タ
ー
南
棟

  

登
録
受
け
付
け

日
時　
平
成
30
年
１
月
９
日
㈫
～

16
日
㈫
午
前
９
時
～
午
後
５
時

受
付
場
所　
総
合
学
習
セ
ン
タ
ー

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
棟

提
出
書
類　
登
録
申
込
書（
指
定

用
紙
）・
団
体
会
員
名
簿
な
ど

　
※
指
定
用
紙
は
、
総
合
学
習
セ

ン
タ
ー
・
生
涯
学
習
課
・
市
役
所

市
民
相
談
室
・
鬼
石
総
合
支
所
・

各
地
区
公
民
館
に
あ
り
ま
す
。
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
も
で
き
ま
す

そ
の
他　
定
期
利
用
団
体
以
外
の

予
約
は
、
30
年
３
月
１
日
㈭
午
前

９
時
か
ら
受
け
付
け
ま
す

問
い
合
わ
せ　
総
合
学
習
セ
ン
タ
ー

（
☎
㊿
８
２
２
８
）・
生
涯
学
習

課（
☎
㉒
６
８
８
８
）

　
　
平
成
30
年
度
に
年
間
を
通
し
て

定
期
的
に
鬼
石
多
目
的
ホ
ー
ル
を

使
用
す
る
団
体
は
登
録
が
必
要
で

す
。
登
録
を
希
望
す
る
団
体
は
説

明
会
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時　
平
成
30
年
１
月
11
日
㈭
午

後
７
時
～

会
場　
鬼
石
多
目
的
ホ
ー
ル

　
　
善
意
の
会
で
は
、
社
会
や
人
の

た
め
に
尽
く
さ
れ
た
善
行
者
を
毎

年
表
彰
し
て
い
ま
す
。
あ
な
た
の

知
り
合
い
に
善
行
者
が
い
た
ら
推

薦
し
て
く
だ
さ
い
。

推
薦
基
準　
役
職
上
で
な
い
社
会

奉
仕（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）を
し
て

い
る
人
で
、
今
ま
で
国
や
県
な
ど

か
ら
表
彰
さ
れ
て
い
な
い
人

推
薦
先
・
問
い
合
わ
せ　
平
成
30

年
１
月
16
日
㈫
ま
で
に
市
役
所
市

民
相
談
室
・
各
地
区
公
民
館
に
あ

る
内
申
書（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
）

に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
市
善

意
の
会
事
務
局（
生
涯
学
習
課
内

☎
㉒
６
８
８
８
）へ

　
　
12
月
は
廃
棄
物
適
正
処
理
推
進

月
間
で
す
。
県
や
市
で
は
廃
棄
物

の
不
法
投
棄
や
悪
質
な
焼
却
な
ど
、

不
適
正
な
処
理
を
行
わ
な
い
よ
う

呼
び
掛
け
る
と
と
も
に
、
監
視
や

啓
発
を
行
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
雑
草
が
繁
茂
し
て
い

る
土
地
や
目
の
届
き
に
く
い
山
間

部
な
ど
に
家
電
製
品
や
事
業
ゴ
ミ

な
ど
の
廃
棄
物
を
不
法
に
捨
て
る

人
も
い
ま
す
の
で
、
土
地
の
所
有

者
や
管
理
者
は
定
期
的
に
見
回
り

を
行
い
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
不
審

者
な
ど
を
発
見
し
た
と
き
は
、
環

境
課
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　
環
境
課（
☎
㊵
２

２
６
４
）

　
　
群
馬
県
の
特
定
最
低
賃
金
が
改

正
さ
れ
ま
す
。
最
低
賃
金
は
時
間

額
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
県
内
の

す
べ
て
の
労
働
者
と
そ
の
使
用
者

に
適
用
さ
れ
ま
す
。

発
効
日　
平
成
29
年
12
月
22
日

内
容　
▽
製
鋼
・
鉄
素
形
材
製
造

業
＝
８
７
６
円
▽
一
般
機
械
器
具

製
造
業
＝
８
６
５
円
▽
電
気
機
械

器
具
製
造
業
＝
８
６
５
円
▽
輸
送

用
機
械
器
具
製
造
業
＝
８
６
５
円

問
い
合
わ
せ　
群
馬
労
働
局
労
働

基
準
部
賃
金
室（
☎
０
２
７・
８

９
６・
４
７
３
７
）・
藤
岡
労
働

基
準
監
督
署（
☎
㉒
１
４
１
８
）

　政治家の寄付禁止

　年末年始は贈り物やお祝いをする機会
の多い時期ですが、政治家が選挙区内の
人にお金や物を贈ることは公職選挙法で
禁止されています。また有権者が政治家
に寄付や贈り物を求めることも禁止され
ています。ルールを守り、明るい選挙を
実現しましょう。
禁止行為　 ▽お歳暮・お年賀など ▽病気
見舞い ▽葬式の花輪・供花、落成式・開
店祝いの花輪 ▽入学祝い・卒業祝い ▽秘
書などが代理で出席する結婚祝い、葬式
の香典 ▽お祭りへの寄付や差し入れ ▽地
域の運動会など、行事への飲食物の差し
入れ ▽町内会の集会などへの寸志や差し
入れ ▽政治家の後援会が花輪・香典・祝
儀などを出すこと、設立目的により行う
行事などに関する寄付以外の寄付をする
こと ▽答礼のための自筆によるものを除
き、年賀状などのあいさつ状を出すこと

問い合わせ　選挙管理委員会事務局（総
務課内☎㊵ 2221）

教
育
振
興
の
た
め
官
民
で
協
力

　

教
育
環
境
の
充
実
を
目

的
と
し
て
㈱
協
正
金
型
製

作
所
か
ら
い
た
だ
い
た
寄

付
金
を
活
用
し
、
授
業
で

使
用
す
る「
実
物
投
影
機
お

よ
び
液
晶
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ

ー
」を
30
セ
ッ
ト
購
入
し
、

市
内
す
べ
て
の
小
中
学
校

に
配
布
し
ま
し
た
。
実
物

投
影
機
は
小
型
で
、
パ
ソ

コ
ン
を
使
わ
ず
に
教
科
書

や
ノ
ー
ト
、
写
真
な
ど
を

映
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
れ
を
使
い
学
校
で
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
教
育
コ
ン
テ

ン
ツ
を
効
率
的
に
活
用
し

て
授
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　
学
校
教
育

課（
☎
㊿
８
２
１
２
）

検
察
審
査
会
制
度

ひ
と
り
親
家
庭

高
卒
認
定
試
験
支
援
事
業

総
合
学
習
セ
ン
タ
ー

定
期
使
用
団
体
登
録
説
明
会

旧
公
立
藤
岡
総
合
病
院

市
場
調
査

そ
の
他

鬼
石
多
目
的
ホ
ー
ル

定
期
使
用
団
体
登
録
説
明
会

就
学
援
助
制
度

冬
の
青
少
年
健
全
育
成
運
動

善
行
者
の
推
薦

不
法
投
棄
に
注
意

県
特
定
最
低
賃
金
改
正


